
１．障害者自立支援法 （抜粋）

（指定自立支援医療機関の指定）

第５９条 第五十四条第二項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは

診療所（これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。）又は薬局の開

設者の申請により、同条第一項の厚生労働省令で定める自立支援医療の種類ごとに行う。

２ 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると

きは、指定自立支援医療機関の指定をしないことができる。

一 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第六十三条第三項第一号に

規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設

でないとき。

二 当該申請に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又は申請者が、自立支援医療費の支給

に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第六十三条の規定

による指導又は第六十七条第一項の規定による勧告を受けたものであるとき。

三 申請者が、第六十七条第三項の規定による命令に従わないものであるとき。

四 前三号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、指定自立支援医療機関

として著しく不適当と認めるものであるとき。

３ 第三十六条第三項（第一号から第三号までを除く。）の規定は、指定自立支援医療機関の

指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

（指定の更新）

第６０条 第五十四条第二項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経

過によって、その効力を失う。

２ 健康保険法第六十八条第二項の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合

において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

（変更の届出）

第６４条 指定自立支援医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他厚生

労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その

旨を都道府県知事に届け出なければならない。

（指定の辞退）

第６５条 指定自立支援医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退するこ

とができる。

（指定の取消し等）

第６８条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定自立

支援医療機関に係る第五十四条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全

部若しくは一部の効力を停止することができる。

一 指定自立支援医療機関が、第五十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

二 指定自立支援医療機関が、第五十九条第三項の規定により準用する第三十六条第三項第

四号、第五号、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至ったとき。

三 指定自立支援医療機関が、第六十一条又は第六十二条の規定に違反したとき。

四 自立支援医療費の請求に関し不正があったとき。

五 指定自立支援医療機関が、第六十六条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書

類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたと

き。



六 指定自立支援医療機関の開設者又は従業者が、第六十六条第一項の規定により出頭を求

められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁を

し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定

自立支援医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当

該指定自立支援医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く

２ 第五十条第一項第八号から第十二号まで及び第二項の規定は、前項の指定自立支援医療

機関の指定の取消し又は効力の停止について準用する。この場合において、必要な技術的

読替えは、政令で定める。

（公示）

第六十九条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 第五十四条第二項の指定自立支援医療機関の指定をしたとき。

二 第六十四条の規定による届出（同条の厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除

く。）があったとき。（＝医療機関の名称及び所在地の変更時）

三 第六十五条の規定による指定自立支援医療機関の指定の辞退があったとき。

四 前条の規定により指定自立支援医療機関の指定を取り消したとき。

２．障害者自立支援法施行規則（抜粋）

（指定自立支援医療機関の指定の申請）

第五十七条 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けよう

とする病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該病院

又は診療所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

一 病院又は診療所の名称及び所在地

二 開設者の住所及び氏名又は名称

三 保険医療機関（健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。第

五十九条において同じ。）である旨

四 標ぼうしている診療科名（担当しようとする自立支援医療の種類に関係があるものに限

る。）

五 担当しようとする自立支援医療の種類

六 指定自立支援医療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名及び経歴

七 指定自立支援医療（育成医療又は更生医療に限る。）を行うために必要な設備の概要

八 診療所（育成医療又は更生医療を行うものに限る。）にあっては、患者を収容する施設

の有無及び有するときはその収容定員

九 その他必要な事項

２ 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする薬

局の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該薬局の所在地の都道府県

知事に提出しなければならない。

一 薬局の名称及び所在地

二 開設者の住所及び氏名又は名称

三 保険薬局（健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局をいう。第五十九条

において同じ。）である旨

四 調剤のために必要な設備及び施設の概要 （＊精神通院医療の指定要領では申請内容に

含まれていない）

五 担当しようとする自立支援医療の種類

六 その他必要な事項

３ 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする指



定訪問看護事業者等（指定訪問看護事業者（健康保険法第八十八条第一項に規定する指定

訪問看護事業者をいう。）又は指定居宅サービス事業者（介護保険法第四十一条第一項に

規定する指定居宅サービス事業者をいい、訪問看護（同法第八条第四項に規定する訪問看

護をいう。以下この条において同じ。）を行う者に限る。）をいう。以下同じ。）は、次の

各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション等（指定訪

問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業（健康保険法第八十八条第一項に規定する

訪問看護事業をいう。）又は訪問看護に係る居宅サービス事業（介護保険法第八条第一項

に規定する居宅サービス事業をいう。）を行う事業所をいう。以下同じ。）の所在地の都道

府県知事に提出しなければならない。

一 指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地

二 当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在地

三 指定訪問看護事業者等である旨

四 当該訪問看護ステーション等において指定訪問看護（健康保険法第八十八条第一項に規

定する指定訪問看護をいう。）若しくは指定老人訪問看護（老人保健法（昭和五十七年法

律第八十号）第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護をいう。）又は訪問

看護に係る指定居宅サービス（介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス

をいう。）に従事する職員の定数

五 担当しようとする自立支援医療の種類

六 その他必要な事項

（変更の届出を行うべき事項）

第六十一条 法第六十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、指定自立支援医療機関

が病院又は診療所であるときは第五十七条第一項各号（第一号及び第五号を除く。）に掲

げる事項とし、薬局であるときは同条第二項各号（第一号及び第五号を除く。）に掲げる

事項とし、指定訪問看護事業者等であるときは同条第三項各号（第一号及び第五号を除

く。）に掲げる事項とする。

（変更の届出）

第六十二条 指定自立支援医療機関の開設者等（法第五十九条第一項の規定に基づき指定を

受けた病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者等をいう。次条

及び第六十四条において同じ。）は、前条の事項に変更があったときは、法第六十四条の

規定に基づき、変更のあった事項及びその年月日を、速やかに当該指定自立支援医療機関

の所在地（当該指定自立支援医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に

係る訪問看護ステーション等の所在地をいう。以下同じ。）の都道府県知事に届け出なけ

ればならない。

（届出）

第六十三条 指定自立支援医療機関の開設者等は、次の各号に掲げる場合には、速やかに当

該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。

一 当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき。

二 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第二十四条、第二十八条若しくは第二十九条、

健康保険法第九十五条、介護保険法第七十七条第一項又は薬事法（昭和三十五年法律第百

四十五号）第七十二条第四項若しくは第七十五条第一項に規定する処分を受けたとき。

（指定辞退の申出）

第六十四条 法第六十五条の規定に基づき指定を辞退しようとする指定自立支援医療機関

の開設者等は、その旨を、当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に申し出な

ければならない。


